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先に９・10月号で貸付利率変更予定について経緯等をお知らせしましたが、地方公務員共済

組合の貸付事業の取扱い要領等の一部改正等が行われたことに伴い、山口県市町村職員共済組

合貸付規程の一部改正を行いました。これにより平成20年１月から貸付利率が引上げられるこ

とになりました。

貸付利率（年利）は原則として、普通・住宅・特別貸付は3.46％、災害貸付は2.88％、在宅

介護対応住宅貸付は3.2％ですが、従前より、財務大臣が定める財政融資資金利率（10年もの）

が年3.2％を下回っている間は特例として低い利率（以下「特例利率」という。）を適用するも

のとされております。

このたびの改正では特例利率の取扱いが全国統一的なものとされ、次のように変更されまし

た。

なお、貸付利率はもとより変動性となっているため、この取扱いは新規貸付だけでなく現在

償還中の貸付にも適用されます。

【改正要旨】
①　特例利率の変更時期が、原則７月１日及び１月１日とされ、年２回見直しを行うものと

なりました。

②　特例利率は、７月１日は直近の４月１日の、１月１日は直近の10月１日の財政融資資金

利率に連動するものとされました。（次頁の表を参照してください。）

なお、今回の改正は最低利率の底上げとなるため、平成20年１月１日及び20年７月１日

には貸付利率が上がります。

【平成20年１月利率変更の取扱いについて】
①　平成19年10月１日の財政融資資金利率が1.6％でしたので、貸付利率は普通・住宅・特別

貸付は2.46％、災害貸付は2.05％、在宅介護対応住宅貸付は2.20％に上がります。なお、一
部負担金上乗せは0.06％で従前と変わりません。（次頁上段参照）

②　12月の繰上償還を一時停止します。
新利率への償還表切り替え作業を行う際、未償還元本等の異動があると作業に支障があ

りますので、12月は一部繰上・全部繰上とも受付を行いません。ただし、退職等で12月中

の精算が必要な場合は所属所の共済事務担当課を通じて共済組合にご連絡ください。

償還表切替後（１月）に受付を再開する予定ですからご了承願います。

③　貸付金を償還中の方に「貸付金個別償還明細表」の新利率で切替えたものを発行します。

利率変更時の未償還元本及び残回数をもとに新利率で作成したものを、１月に所属所の

共済事務担当課を通じてお配りしますのでお手元に保管され、１月以降の繰上げ償還検討

などにご利用ください。

④　新規貸付の毎月償還額等については、「貸付金額別償還額一覧表」を11月に所属所の共
済事務担当課に提供し、当共済組合のホームページに掲載します。

貸付利率の引上げについて（お知らせ）

~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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平成18年６月以降貸付申込分から住宅・災害貸付等で抵当権を設定するものを除き、下表の

率に貸付債権共同保全事業保険料一部負担分として0.06％（現行）が上乗せされます。

貸付種類別の利率適用表

１．現在の貸付利率（平成19年12月まで）

財政融資資金利率 普通・住宅・特別貸付 災害貸付 在宅介護対応住宅貸付

2.25％以下 2.26 1.88 2.00

２．改正後の貸付利率
①　平成20年１月１日から平成20年６月30日まで

（単位：年利・％）

財政融資資金利率 普通・住宅・特別貸付 災害貸付 在宅介護対応住宅貸付

2.6％以上
平成20年度 3.26 2.72 3.00

平成19年度 2.86 2.38 2.60

2.5％ 2.76 2.30 2.50

2.4％ 2.66 2.22 2.40

2.3％ 2.56 2.13 2.30

2.2％以下 2.46 2.05 2.20

（単位：年利・％）

②　平成20年７月１日から平成21年６月30日まで

財政融資資金利率 普通・住宅・特別貸付 災害貸付 在宅介護対応住宅貸付

3.0％以上
平成21年度 3.46 2.88 3.20

平成20年度 3.26 2.72 3.00

2.9％ 3.16 2.63 2.90

2.8％ 3.06 2.55 2.80

2.7％ 2.96 2.47 2.70

2.6％ 2.86 2.38 2.60

2.5％ 2.76 2.30 2.50

2.4％以下 2.66 2.22 2.40

（単位：年利・％）

③　平成21年７月１日以降

財政融資資金利率 普通・住宅・特別貸付 災害貸付 在宅介護対応住宅貸付

3.2％以上 3.46 2.88 3.20

3.1％ 3.36 2.80 3.10

3.0％ 3.26 2.72 3.00

2.9％ 3.16 2.63 2.90

2.8％ 3.06 2.55 2.80

2.7％ 2.96 2.47 2.70

2.6％ 2.86 2.38 2.60

2.5％ 2.76 2.30 2.50

2.4％以下 2.66 2.22 2.40

（単位：年利・％）

（次頁に貸付事業概要を掲載しています。）
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市町村職員共済組合の貸付事業は、総務省の定める取扱い要領等に遵じ、公的資金（年金資金）から
の借入金を貸付原資として行っており、事業の健全運営が求められております。
近年の貸付事故増加に伴い、昨年から、貸付申込時の添付書類を追加しての審査、貸付債権保全のた

めの住宅貸付等の抵当権設定、貸付債権共同保全事業に係る保険料の借受人一部負担（貸付利率へ上乗
せ）などが導入されています。
貸付申込みにあたっては、無理な返済にならないよう計画のうえ申込みください。
詳細及び手続き等は所属所の共済事務担当課又は共済組合福祉課にご照会ください。

貸付事業概要

組合員貸付一覧

貸付の種類 貸付対象事由 借受資格 貸付限度額
注１

償還（貸付）
利 率　注２

返済方法
注３

備　考 事務処理日程

普通貸付

組合員の生活必需品の
購入・住宅の修理等，
組合員及び家族の結
婚・出産・葬祭・教育
の費用

組合員 200万円
（給料の６月分の範囲内）

変動性
3.52～2.52

（3.46～2.26）

元利均等
毎月償還 12月は日程を繰り上げま

す

◆申込書締切　注４
毎月20日
共済組合必着

（休日のときはその翌日）

↓

◆貸付決定通知
毎月月末交付

（休日のときはその翌日）

↓

◆借用証書締め切り
毎月10日
共済組合必着

（休日のときはその翌日）

↓

◆貸付金交付
毎月25日に給付金

振込口座へ振込
（休日のときはその後の
銀行営業日）

住宅貸付

組合員が居住するため
の住宅新築・増改築・
修理・購入及び宅地購
入の費用

組合員
期間１年
以上の者

1800万円
（組合員期間により異な
る）

変動制
3.52～2.52

（3.46～2.26）

元利均等
毎月・賞与
併用償還

※工事着
工前・購入
前に申込
み、貸付
決定を受
けること

※既貸付
を含め、
貸付額が
4 0 0万円
を超える
とき抵当
権を設定
する

災
害
貸
付

新　規

組合員が居住する住宅・
宅地及び家財の非常災
害・盗難による修理等の
費用 組合員

1800万円
（組合員期間により異な
る） 変動制

2.94～1.94

（2.88～1.88）

元利均等
毎月・賞与
併用償還

再貸付
貸付を受けている住宅
等が非常災害にあった
ときの修理等の費用

1900万円
（組合員期間により異な
る）

在宅介護対
応住宅貸付

要介護者に配慮した構
造の住宅の工事又は購
入の費用

組合員
期間１年
以上の者

300万円
（住宅貸付等に加算）

変動制
3.26～2.06

（3.20～2.00）

元利均等
毎月償還

特

別

貸

付

医　療 組合員又は被扶養者の
療養費

組合員

100万円
（給料の６月分の範囲内）

変動制
3.52～2.52

（3.46～2.26）

元利均等
毎月償還

入　学
組合員又はその子の入
学費用

200万円
（給料の６月分の範囲内）

修　学
組合員又はその子の修
学費用

１月10万円を単年度
毎に貸付

結　婚
組合員又はその家族の
結婚費用 200万円

（給料の６月分の範囲内）
葬　祭

組合員又はその家族の
葬祭費用

高額医療
貸　　付

組合員及び被扶養者の
高額療養費

組合員・
任意継続
組合員

短期給付の高額療養費の
範囲内

無利息
高額療養費
支給時に相
殺 申込書・借用証書

とも随時受付
出産貸付

組合員及び被扶養者の
出産費

組合員・
任意継続
組合員

短期給付の出産費・
家族出産費の範囲内

無利息
出産費等支
給時に相殺

注５

（注）
１．複数の貸付を行う場合及び既貸付の未償還金があるときの貸付限度額は別に定めがあります。
２．（貸付）利率は、３頁「２．改正後の貸付利率」の幅となっています。償還利率は、平成18年６月以降の貸付申込分から、
貸付利率に貸付債権共同保全事業保険料の一部負担率0.06％（現行）が上乗せされます。ただし、住宅・災害貸付等で抵当権
を設定するものは（ ）内の率となります。
３．償還回数（期間）は、貸付種類及び貸付金額で決められていますが、償還途中での繰上償還もできます。
在職中は、給与控除により償還します。退職又は貸付規程に違反したときは、未償還金を全額即時償還することとなります。

４．貸付申込書に添付書類を揃えて申込みください。審査後、貸付決定通知書を発行します。
なお、共済組合及び金融機関等からの借入金の返済額が給料（育児休業等による減額がある場合は減額後の額）の30％を超える

とき、あるいは借金の返済に困っていたり、破産・再生の手続きをしている等、返済能力に疑義があるときは、新規貸付はできま
せん。また、投資・営業・日常生活費・公租公課・借金の返済及び借換え等に係る申込み及び書類不備の場合は貸付できません。
５．出産貸付の対象となる費用については、短期給付事業の出産費受取代理制度が利用できます。（共済だより３月号の記事また
はホームページを参照してください。）

利率：年利・平成20年１月から
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